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は
じ
め
に
：
中
国
海
洋
調
査
船
が
沖
ノ
鳥
島
周
辺
で
無
許
可
調
査

わ
が
国
最
南
端
、
太
平
洋
上
の
孤
島
、
沖
ノ
鳥
島
周
辺
で
は
近
年
、

中
国
が
海
洋
調
査
船
を
派
遣
し
、
繰
り
返
し
調
査
活
動
を
実
施
し
、

わ
が
国
の
海
洋
権
益
に
対
す
る
挑
戦
と
も
と
れ
る
行
動
を
見
せ
て
い

る
。
情
勢
は
変
化
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
が
国
は
旧
来
の

抗
議
程
度
の
対
応
し
か
と
っ
て
い
な
い
。
中
国
の
故
事
に
「
船
に
刻

み
て
剣
を
求
む
」
と
あ
る
。
時
々
刻
々
と
情
勢
が
変
わ
り
ゆ
く
こ
と

に
も
気
づ
か
ず
、
頑
迷
に
旧
来
の
考
え
に
固
執
し
、
臨
機
に
対
応
し

な
い
こ
と
を
戒
め
る
の
だ
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
と
言
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
こ
の
故
事
に
倣
い
、
沖
ノ
鳥
島
周
辺
海
域
で
の
中
国
海
洋

調
査
船
の
活
動
を
明
ら
か
に
し
て
、
わ
が
国
の
対
応
が
い
か
に
あ
る

べ
き
か
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
沖
ノ
鳥
島
と
は
ど
の
よ
う
な
島
な
の
か
を
、
所
管
す
る
東

京
都
の
資
料1

で
確
認
し
て
お
く
。

地
理
的
に
は
、
東
京
か
ら
南
へ
約
一
七
〇
〇
㎞
に
位
置
す
る
日
本

の
最
南
端
で
、
小
笠
原
諸
島
父
島
か
ら
で
も
約
一
〇
〇
〇
㎞
離
れ
て

い
る
。
沖
縄
と
グ
ア
ム
島
を
結
ん
だ
直
線
上
の
中
間
点
に
あ
る
と
い

う
こ
と
か
ら
、
日
米
安
全
保
障
上
、
重
要
な
位
置
に
あ
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
東
西
四
・
五
㎞
、
南
北
一
・
七
㎞
の
サ
ン
ゴ
礁
（
周
囲
一
一

㎞
の
卓
礁
）
に
囲
ま
れ
た
水
域
（
礁
湖
）
の
中
に
、
満
潮
時
で
も
海

面
に
残
る
北
小
島
と
東
小
島
の
二
島
が
存
在
し
、
二
島
の
周
囲
は
直

沖
ノ
鳥
島
沖
の
中
国
海
洋
調
査
船
の
活
動
と
わ
が
国
の
対
応

―
無
許
可
調
査
を
取
締
り
、
国
際
法
上
の
島
と
し
て
、

　
　
　
　
　
戦
略
拠
点
を
守
り
ぬ
け
―

黒

澤

聖

二

（
元
統
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席
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）
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径
約
五
〇
ｍ
の
護
岸
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
防
護
さ
れ
て
い
る
。

歴
史
的
に
は
十
六
世
紀
頃
か
ら
存
在
は
知
ら
れ
て
お
り
、
一
九
三
一

年
に
は
わ
が
国
領
土
と
し
て
編
入
さ
れ
、
一
九
三
九
年
か
ら
気
象

観
測
所
と
灯
台
の
建
設
工
事
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。
一
九
八
七
年

か
ら
一
九
九
三
年
に
か
け
、
国
に
よ
る
二
回
の
保
全
工
事
を
行
い
、

二
〇
〇
七
年
に
沖
ノ
鳥
島
灯
台
の
運
用
が
開
始
さ
れ
、
今
日
に
至
っ

て
い
る
。

近
年
、
中
国
の
海
洋
調
査
船
が
沖
ノ
鳥
島
周
辺
で
遊
弋
し
、
調

査
活
動
を
活
発
化
し
て
い
る
と
の
報
道
を
散
見
す
る
。
例
え
ば

二
〇
二
〇
年
七
月
に
は
海
洋
調
査
船
「
太
陽
号
」
が2

、
二
〇
二
一
年

十
一
月
に
は
「
深
海
一
号
」
が3

、
沖
ノ
鳥
島
周
辺
の
排
他
的
経
済
水

域
（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）
内
で
無
許
可
の
海
洋
調
査
を
実
施
し
た
と
い
う
。
報

道
当
時
、
海
洋
調
査
船
が
遠
隔
操
作
型
無
人
潜
水
機
（
Ｒ
Ｏ
Ｖ
）
を

海
中
に
投
下
し
、
海
底
に
あ
る
資
源
サ
ン
プ
ル
を
採
取
し
た
可
能
性

も
指
摘
さ
れ
た
。
沖
ノ
鳥
島
周
辺
海
域
の
海
底
に
は
、
レ
ア
メ
タ
ル

を
含
む
海
底
資
源
が
眠
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
観
点
か

ら
調
査
を
継
続
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
が
、
確
認
が
と
れ
な
い
た

め
真
の
目
的
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

さ
ら
に
二
〇
二
四
年
七
月
五
日
の
報
道
に
よ
る
と
、
今
度
は
沖
ノ

鳥
島
北
方
に
位
置
す
る
わ
が
国
大
陸
棚
の
四
国
海
盆
海
域
に
、
中
国

公
船
「
向
洋
紅
二
二
」
が
浮
標
（
ブ
イ
）
を
設
置
し
た
と
い
う4

。
Ｅ

Ｅ
Ｚ
と
異
な
る
大
陸
棚
上
部
水
域
で
の
ブ
イ
設
置
は
、
果
た
し
て
わ

が
国
権
益
を
侵
害
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
件
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
絡
む
こ
と
か
ら
、
論
点
を
整
理

し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
国
際
法
上
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
及
び
大
陸
棚
に

お
け
る
天
然
資
源
の
探
査
や
開
発
は
、
沿
岸
国
に
主
権
的
権
利
が
あ

る
。
し
か
し
、
中
国
は
沖
ノ
鳥
島
を
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
基
点
と
な
る
国
際
法

上
の
「
島
」
で
は
な
い
と
し
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
も
大
陸
棚
も
認
め
な
い
立
場

で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
沖
ノ
鳥
島
が
島
か
岩
か
と
い
う
国
際
法
上
の
位
置

づ
け
を
、
次
に
大
陸
棚
の
延
長
申
請
の
結
果
を
、
最
後
に
中
国
が
実

施
す
る
海
洋
調
査
の
実
態
と
そ
の
隠
れ
た
意
味
な
ど
を
順
次
検
討
し

て
い
く
。

１　
国
際
法
上
島
か
岩
か

⑴ 
海
洋
法
条
約
上
の
議
論

は
じ
め
に
、
法
的
な
意
味
で
島
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を

確
認
し
て
お
く
。

海
の
憲
法
と
言
わ
れ
る
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約（
以
下
、
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海
洋
法
条
約
）
第
一
二
一
条
第
一
項
で
「
島
と
は
、
自
然
に
形
成
さ

れ
た
陸
地
で
あ
っ
て
、
水
に
囲
ま
れ
、
高
潮
時
に
お
い
て
も
水
面
上

に
あ
る
も
の
を
い
う
」
と
し
、
第
三
項
で
「
人
間
の
居
住
又
は
独
自

の
経
済
的
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
岩
は
、
排
他
的
経
済

水
域
（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）
又
は
大
陸
棚
を
有
し
な
い
」
と
規
定
す
る
。

上
記
の
、
島
を
定
義
し
た
一
項
と
Ｅ
Ｅ
Ｚ
を
有
さ
な
い
岩
を
説
明

し
た
三
項
の
関
係
に
は
、
従
来
か
ら
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。

わ
が
国
は
、
一
項
を
満
た
す
島
な
ら
三
項
の
岩
と
は
無
関
係
に
Ｅ

Ｅ
Ｚ
を
有
す
る
と
す
る
が
、
英
国
な
ど
は
一
項
も
三
項
も
同
時
に
満

た
す
な
ら
Ｅ
Ｅ
Ｚ
を
有
す
る
と
す
る
。
あ
る
い
は
、
三
項
を
二
つ
に

分
離
し
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
を
有
す
る
岩
と
有
さ
な
い
岩
が
あ
る
と
す
る
説
な

ど
、
多
様
な
解
釈
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
条
約
上

に
「
岩
」
を
定
義
し
た
も
の
が
な
い
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
解
釈
に
幅

が
生
じ
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
海
洋
法
条
約
の
起
草
過
程

（
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
）
に
お
い
て
各
国
の
事
情
を
考
慮
し
た

結
果
、
現
在
の
条
文
を
維
持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ

る5

。本
稿
で
は
、
そ
の
経
緯
の
説
明
に
つ
い
て
は
紙
幅
を
考
慮
し
省
略

す
る
が
、
わ
が
国
は
島
で
あ
る
こ
と
に
表
面
積
の
大
小
は
関
係
が
な

く
、
沖
ノ
鳥
島
は
一
項
の
条
件
を
満
た
す
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の

条
件
を
維
持
す
る
た
め
、
サ
ン
ゴ
環
礁
の
一
部
に
海
面
上
に
隆
起
す

る
陸
地
が
、波
浪
に
よ
る
浸
食
を
う
け
な
い
よ
う
に
防
波
堤
を
作
り
、

「
自
然
に
形
成
さ
れ
」「
高
潮
時
に
お
い
て
も
水
面
上
に
あ
る
」
よ
う

努
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
思
い
出
し
て
お
き
た
い
の
は
、
二
〇
一
六
年
、
南
シ
ナ
海

を
め
ぐ
る
中
国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
紛
争
に
お
け
る
仲
裁
裁
判
所
が
、

中
国
の
主
張
を
否
定
す
る
国
際
司
法
判
断
を
初
め
て
下
し
た
こ
と
で

あ
る6

。
そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
ス
プ
ラ
ト
リ
ー
（
南
沙
）
諸
島

な
ど
の
全
て
の
島
嶼
は
岩
か
高
潮
時
に
水
没
す
る
低
潮
高
地
に
過
ぎ

な
い
、
す
な
わ
ち
法
的
な
島
が
存
在
し
な
い
と
の
裁
定
で
あ
る
。

⑵ 

踏
み
込
ん
だ
南
シ
ナ
海
の
仲
裁
判
断

南
シ
ナ
海
の
紛
争
に
お
け
る
仲
裁
廷
は
、
前
述
の
一
項
と
三
項
の

関
係
を
、
一
項
の
要
件
を
満
た
す
地
形
を
「
高
潮
地
形
（high-tide-

feature

）」又
は
島
と
し
、そ
の
う
ち
三
項
の
要
件
も
満
た
す
な
ら「
完

全
な
権
原
を
有
す
る
島
（fully entitled island

）」
で
あ
り
、
満

た
さ
な
い
な
ら
岩
で
あ
る
と
定
義
し
、
完
全
な
島
の
み
が
Ｅ
Ｅ
Ｚ
と

大
陸
棚
の
基
点
に
な
る
と
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
南
シ
ナ
海
の
全
て
の
島
嶼
に
は
島
が
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存
在
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。特
に
最
大
の
地
形
で
あ
る
太
平
島（
英

名
イ
ツ
ア
バ
）
に
つ
い
て
は
歴
史
的
事
実
な
ど
を
含
め
て
検
討
さ
れ

た
。
同
島
に
は
一
九
二
九
年
か
ら
日
本
人
が
硫
黄
の
採
掘
事
業
を
行

い
、
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
台
湾
が
領
有
し
て
人
員
を

常
駐
さ
せ
開
発
し
て
き
た
実
績
が
あ
る
。

し
か
し
仲
裁
廷
は
、
か
ね
て
よ
り
人
間
が
居
住
し
て
い
た
と
し
て

も
、
軍
人
や
公
務
員
は
自
ら
の
意
思
で
住
み
着
い
た
も
の
で
な
く
、

家
族
も
伴
わ
な
い
の
は
独
自
の
経
済
的
生
活
を
営
む
と
は
言
え
な
い

な
ど
、
厳
格
な
条
件
を
提
示
し
、
島
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
た
。
当

然
、
他
の
小
さ
い
島
嶼
や
岩
礁
は
島
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の

が
仲
裁
廷
の
結
論
で
あ
る
。

従
来
か
ら
議
論
の
続
く
、
島
か
岩
か
の
判
断
に
お
け
る
海
洋
法
条

約
第
一
二
一
条
の
法
解
釈
に
、
仲
裁
廷
が
大
き
く
踏
み
込
ん
だ
形
に

な
っ
た
。
そ
の
理
屈
を
沖
ノ
鳥
島
に
も
一
律
に
適
用
す
る
な
ら
、
沖

ノ
鳥
島
が
島
で
な
い
と
す
る
中
国
の
言
説
を
後
押
し
す
る
か
の
よ
う

だ
が
、
そ
の
懸
念
は
当
た
ら
な
い
。

南
シ
ナ
海
の
問
題
に
お
け
る
仲
裁
判
断
は
、
あ
く
ま
で
も
地
域
限

定
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
、
従
来
か
ら
島
と
し
て
存
在
す

る
無
人
島
ま
で
岩
に
な
っ
て
し
ま
い
、法
的
整
合
性
が
な
く
な
る（
具

体
例
は
後
述
2
（
1
））。
し
か
も
、
領
有
権
の
主
張
が
複
雑
に
絡
み

合
う
南
シ
ナ
海
と
、
島
と
い
う
認
識
が
中
韓
の
異
議
申
し
立
て
以
前

は
全
く
問
題
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
沖
ノ
鳥
島
と
で
は
、
ま
っ
た
く

状
況
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
南
シ
ナ
海
仲
裁
判
断
を
完
全
否
定
し
「
紙
屑
同
然
」
と

公
言
し
た
中
国
で
あ
れ
ば
、
仲
裁
廷
の
結
論
を
全
く
状
況
の
異
な
る

海
域
に
も
一
律
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
中
国
の
面
子
の
上
で
も
あ
り

得
な
い
と
付
言
し
て
お
く
。

⑶ 

中
国
の
手
の
ひ
ら
返
し

そ
も
そ
も
中
国
で
は
過
去
に
、
沖
ノ
鳥
島
に
お
け
る
わ
が
国
の
保

全
工
事
を
賞
賛
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。

か
つ
て
、
沖
の
鳥
島
は
海
洋
法
条
約
上
の
島
と
は
言
え
な
い
と
主

張
す
る
米
欧
の
海
洋
法
専
門
家
も
存
在
し
、
例
え
ば
一
九
八
八
年
、

ハ
ワ
イ
大
学
の
ジ
ョ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ク
教
授
が
米
紙
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
タ
イ
ム
ズ
に
寄
稿
し
た
記
事
で
、
人
間
が
居
住
で
き
な
い
岩
礁

は
独
自
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
を
持
て
な
い
と
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る7

。

そ
の
よ
う
な
中
、
中
国
軍
事
問
題
に
詳
し
い
平
松
茂
雄
氏
が
、

一
九
八
八
年
、
軍
の
機
関
紙
で
あ
る
『
解
放
軍
報
』
に
、
沖
ノ
鳥
島

の
わ
が
国
の
工
事
に
関
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
を
紹
介
し

た8

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
日
本
が
多
額
の
資
金
を
投
じ
て
沖
ノ
鳥
島
で

行
っ
た
、
高
潮
時
で
も
水
面
上
に
あ
る
こ
と
を
保
持
す
る
方
法
は
、
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過
去
に
は
考
え
も
つ
か
な
か
っ
た
優
れ
た
試
み
だ
と
い
う
。

平
松
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
中
国
が
沖
ノ
鳥
島
の
島
と
し
て
の

法
的
地
位
を
認
め
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
筆
者
の
個
人
的
な
経
験

を
述
べ
る
と
、
一
九
九
九
年
に
参
加
し
た
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
会

議
で
、
中
国
の
海
洋
問
題
研
究
者
が
沖
ノ
鳥
島
の
保
全
工
事
を
賞
賛

し
て
い
た
と
い
う
記
憶
が
あ
る9

。
中
国
に
個
人
の
資
格
が
あ
る
と
は

到
底
思
え
な
い
の
で
、
そ
れ
が
当
時
の
中
国
政
府
の
考
え
だ
っ
た
と

推
察
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
な
経
験
に
従
え
ば
、
一
九
八
九
年
か
ら
一
九
九
九
年

頃
ま
で
は
、
中
国
は
日
本
の
沖
ノ
鳥
島
の
保
全
工
事
を
認
め
、
先
例

と
し
て
参
考
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
二
〇
〇
〇
年
頃

か
ら
中
国
は
、
沖
ノ
鳥
島
を
海
洋
法
条
約
上
の
島
と
認
め
な
い
方
針

に
転
じ
た10

。

実
際
、
二
〇
〇
五
年
の
第
一
六
二
回
国
会
参
議
院
外
交
防
衛

委
員
会
で
西
宮
伸
一
外
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
答
弁
に
お
い
て

「
二
〇
〇
三
年
の
十
二
月
の
日
中
海
洋
法
協
議
と
、（
中
略
）
昨
年
の

四
月
に
海
洋
調
査
船
に
関
す
る
日
中
協
議
と
い
う
の
を
北
京
で
い
た

し
ま
し
た
（
中
略
）。（
筆
者
追
記
：
そ
の
中
で
沖
ノ
鳥
島
は
）
岩
で

あ
る
と
、
し
た
が
っ
て
同
島
を
基
点
と
す
る
排
他
的
経
済
水
域
の
設

定
は
認
め
ら
れ
な
い11

」
と
い
う
中
国
の
立
場
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

で
は
、
ど
う
し
て
中
国
は
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
主
張
を
変
え
始

め
た
の
か
。
中
国
の
南
シ
ナ
海
へ
の
進
出
が
二
〇
〇
〇
年
代
に
入

り
、
最
奥
の
南
端
に
ま
で
到
達
し
、
二
〇
一
四
年
か
ら
二
〇
一
五

年
に
か
け
て
南
沙
諸
島
の
大
規
模
埋
め
立
て
な
ど
イ
ン
フ
ラ
整
備

が
概
ね
完
了
し
、
人
員
も
常
駐
す
る
よ
う
に
な
っ
た12

。
同
時
に
中
国

は
二
〇
〇
二
年
十
一
月
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
と
南
シ
ナ
海
に
お
け
る

「
行
動
宣
言
」
に
署
名
し
た
。
そ
の
中
で
は
「
無
人
の
島
嶼
に
人
員

を
新
た
に
常
駐
さ
せ
な
い
こ
と
」
な
ど
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、こ
の
時
期
に
は
自
国
の
力
が
南
シ
ナ
海
全
域
に
及
び
、

外
国
が
新
た
に
参
入
で
き
な
い
態
勢
整
備
を
進
め
る
、
そ
う
い
う
段

階
に
い
た
っ
た
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
庭
の
整
備
が
済

め
ば
、
次
に
狙
う
の
は
新
た
な
庭
で
あ
る
。
そ
の
際
、
自
ら
の
意
に

沿
わ
な
い
使
い
古
し
の
理
屈
は
用
済
み
に
し
て
、
新
た
な
理
屈
を
持

ち
出
す
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い
話
し
で
は
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
そ
れ
以
来
中
国
は
、
沖
ノ
鳥
島
の
法
的
地
位
に

関
し
て
、
そ
の
主
張
を
維
持
し
て
お
り
、
再
び
「
手
の
ひ
ら
返
し
」

を
す
る
様
子
は
見
ら
れ
な
い
。



137　　　沖ノ鳥島沖の中国海洋調査船の活動とわが国の対応 　136

２　
大
陸
棚
の
基
点
と
し
て
の
沖
ノ
鳥
島

前
述
の
よ
う
に
中
国
は
沖
ノ
鳥
島
を
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
基
点
と
な
る
海
洋

法
条
約
上
の
島
と
認
め
な
い
立
場
か
ら
、
わ
が
国
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
を
否
定

し
、
同
時
に
海
洋
調
査
を
許
可
な
く
行
っ
て
い
る
。

他
方
、
わ
が
国
と
し
て
は
、
沖
ノ
鳥
島
は
島
で
あ
る
か
ら
Ｅ
Ｅ
Ｚ

の
基
点
と
な
り
、
同
時
に
大
陸
棚
の
基
点
と
も
な
る
こ
と
か
ら
、
大

陸
棚
限
界
委
員
会
（
Ｃ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
）
に
対
し
て
申
請
を
行
っ
て
き
た
。

海
洋
法
条
約
上
、
海
洋
資
源
の
管
轄
海
域
と
し
て
沿
岸
国
の

二
〇
〇
海
里
ま
で
の
海
底
と
そ
の
下
を
大
陸
棚
と
し
て
設
定
で
き

る
。
加
え
て
、
地
形
、
地
質
的
に
領
土
の
延
長
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
は
、
二
〇
〇
海
里
を
超
え
て
設
定
で
き
る
よ
う
に
な
る
（
海
洋
法

条
約
第
七
六
条
）。
同
時
に
、
大
陸
棚
を
探
査
し
、
お
よ
び
そ
の
天

然
資
源
を
開
発
す
る
沿
岸
国
の
主
権
的
権
利
行
使
が
認
め
ら
れ
る

（
同
第
七
七
条
）。

沿
岸
国
が
領
海
の
基
線
か
ら
二
〇
〇
海
里
を
超
え
て
大
陸
棚
を
設

定
す
る
場
合
は
、
ま
ず
二
〇
〇
海
里
を
超
え
る
大
陸
棚
に
関
す
る
情

報
を
Ｃ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
に
提
出
す
る
。
Ｃ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
は
提
出
さ
れ
た
情
報
を
検

討
し
、
沿
岸
国
に
勧
告
す
る
。
沿
岸
国
は
そ
の
勧
告
に
基
づ
い
て
大

陸
棚
の
限
界
を
設
定
す
る
と
い
う
手
続
き
を
踏
む
の
で
あ
る
（
同
第

七
六
条
）。

そ
こ
で
沖
ノ
鳥
島
周
辺
の
大
陸
棚
に
つ
い
て
、
現
状
は
ど
う
な
の

か
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
る
。

⑴ 

大
陸
棚
延
長
申
請
に
仲
裁
判
断
は
影
響
し
な
い

ま
ず
、
中
国
の
海
洋
権
益
が
否
定
さ
れ
た
南
シ
ナ
海
の
仲
裁
廷

（
二
〇
一
六
年
）
の
解
釈
を
、
現
状
の
海
図
に
当
て
は
め
る
と
、
多

く
の
国
で
Ｅ
Ｅ
Ｚ
や
大
陸
棚
の
基
点
と
す
る
島
が
岩
と
な
り
、
こ
れ

ま
で
の
線
引
き
に
各
国
か
ら
疑
義
が
呈
さ
れ
る
機
会
が
提
供
さ
れ
、

大
混
乱
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
ド
ミ
ニ
カ
と
の
領
有
権
争
い
が
続
い
て
い
る
カ
リ
ブ

海
に
浮
か
ぶ
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
ア
ベ
ス
島
は
、
サ
ン
ゴ
礁
で
で
き
た
小

さ
な
砂
州
だ
が
、
南
シ
ナ
海
仲
裁
廷
の
解
釈
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め

る
と
、
ア
ベ
ス
島
は
岩
と
い
う
こ
と
に
な
り
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
基
点
で
は
な

く
な
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ア
ベ
ス
島
が
す
で
に
オ
ラ
ン
ダ

領
Ａ
Ｂ
Ｃ
諸
島
ボ
ネ
ー
ル
島
と
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
境
界
画
定
の
基
点
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
と
整
合
し
な
く
な
る13

。

ま
た
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
Ｅ
Ｅ
Ｚ
と
大
陸
棚
の
基
点
と
す
る
ミ

ド
ル
ト
ン
礁
と
エ
リ
ザ
ベ
ス
礁
も
、
サ
ン
ゴ
礁
で
で
き
た
砂
州
だ
か
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ら
、
同
様
に
基
点
で
は
な
く
な
る
。
す
る
と
、
ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア

と
の
間
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
と
大
陸
棚
の
境
界
に
も
影
響
す
る
だ
ろ
う
。だ
が
、

同
国
は
す
で
に
Ｃ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
か
ら
延
長
し
た
大
陸
棚
を
認
め
る
勧
告
を

受
け
、
す
で
に
二
〇
一
二
年
に
は
国
内
法
で
大
陸
棚
の
限
界
を
設
定

し
て
い
る14

。

し
た
が
っ
て
、
南
シ
ナ
海
仲
裁
廷
の
判
断
を
他
の
海
域
に
画
一
的

に
当
て
は
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
も
妥
当
で

は
な
い
と
言
え
る
。

わ
が
国
の
場
合
も
同
様
に
、
予
て
よ
り
沖
ノ
鳥
島
を
基
点
と
し
た

大
陸
棚
の
延
長
を
科
学
的
デ
ー
タ
と
と
も
に
Ｃ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
に
対
し
申
請

し
て
い
た
と
こ
ろ
、
二
〇
一
二
年
四
月
、
Ｃ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
か
ら
延
長
勧
告

を
受
け
た15

。
そ
し
て
、
二
〇
一
四
年
に
沖
ノ
鳥
島
北
方
の
「
四
国
海

盆
海
域
」
な
ど
、
延
長
さ
れ
た
大
陸
棚
の
限
界
を
政
令
で
設
定
し
た16

。

図
に
示
す
よ
う
に
Ｃ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
で
認
め
ら
れ
拡
張
さ
れ
た
部
分
が
、

沖
ノ
鳥
島
北
側
に
広
が
る
「
四
国
海
盆
海
域
」
で
あ
る
。
当
該
海
域

は
わ
が
国
Ｅ
Ｅ
Ｚ
で
囲
ま
れ
、
そ
の
面
積
は
国
土
の
約
五
割
と
い
う

広
さ
を
持
つ
。

⑵ 

勧
告
は
最
終
的
で
拘
束
力
を
有
す
る

Ｃ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
の
審
査
結
果
に
沖
ノ
鳥
島
を
大
陸
棚
の
基
点
と
す
る
と

の
文
言
を
明
文
の
上
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
同
様
に
わ
が
国
の
大
陸
棚
の
延
長
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
は
、
拡
張
の
基
点
で
あ
る
沖
ノ
鳥
島
を
島
と
み
な
し
た
結
果
と
見

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
海
洋
法
条
約
第
一
二
一
条
第
二
項
で
島
が
Ｅ
Ｅ
Ｚ
と

大
陸
棚
の
基
点
と
な
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
勧
告
で
認
め
ら

れ
た
四
国
海
盆
海
域
の
形
状
を
見
る
と
、
そ
の
南
端
は
沖
ノ
鳥
島
の

二
〇
〇
マ
イ
ル
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
北
方
の
外
縁
を
な
ぞ
る
よ
う
に
形
成
さ
れ

て
い
る
。
す
る
と
沖
ノ
鳥
島
を
基
点
と
見
な
け
れ
ば
合
理
的
な
説
明

が
つ
か
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
勧
告
は
最
終
的
で
、
拘
束
力
を
有
す
る
（
海
洋
法

条
約
第
七
六
条
八
項
）
こ
と
か
ら
、
い
ま
さ
ら
覆
る
こ
と
は
な
い
。

と
は
言
え
、
安
心
で
き
な
い
理
由
も
あ
る
。
同
時
に
延
長
を
申
請
し

た
沖
ノ
鳥
島
南
側
の
「
九
州
・
パ
ラ
オ
海
嶺
南
部
海
域
」
は
中
韓
の

異
議
申
し
立
て
（
口
上
書17

）
に
対
す
る
結
論
が
出
せ
な
い
ま
ま
、
勧

告
先
送
り
の
状
態
が
継
続
し
て
い
る
。

実
は
、
そ
れ
も
不
思
議
な
話
で
、
中
韓
は
い
ず
れ
も
沖
ノ
鳥
島
周

辺
海
域
の
沿
岸
国
で
は
な
く
、
逆
に
沿
岸
国
と
な
る
パ
ラ
オ
や
米
国

か
ら
の
異
議
申
し
立
て
は
な
い
。

加
え
て
中
韓
は
、
面
積
の
小
さ
い
島
を
基
点
と
し
た
そ
の
他
の
延
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長
申
請
に
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
お
き
な
が
ら
、
特
に
日
本
を
標
的
に
し

た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
政
治
的
意
図
を
も
っ
て
審
査
を
滞
ら
せ
る
行

為
で
、
中
韓
が
共
同
し
て
対
日
法
律
戦
を
し
か
け
て
い
る
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

わ
が
国
は
、
同
委
員
会
が
政
治
的
に
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
、
域
外

国
で
あ
る
中
韓
の
異
議
申
し
立
て
は
却
下
す
べ
き
も
の
と
各
国
に
対

し
強
く
主
張
す
べ
き
だ
し
、
隣
接
す
る
パ
ラ
オ
や
米
国
と
の
共
同
戦

線
を
構
築
す
る
よ
う
、
さ
ら
に
積
極
的
な
外
交
を
展
開
す
る
必
要 

が
る
。

３　
海
洋
の
科
学
的
調
査
と
資
源
調
査

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
中
国
は
沖
ノ
鳥
島
を
Ｅ
Ｅ
Ｚ

の
基
点
と
な
る
海
洋
法
上
の
「
島
」
と
認
め
な
い
こ
と
か
ら
、
公
海

自
由
の
原
則
を
盾
に
勝
手
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
。
実
際
、
沖
ノ
鳥

島
沖
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
で
、
中
国
の
海
洋
調
査
船
「
太
陽
号
」
な
ど
が
無

許
可
の
海
洋
調
査
を
継
続
し
て
い
る
実
態
は
冒
頭
に
お
い
て
紹
介
し

た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
わ
が
国
の
海
洋
権
益
が
奪
わ
れ

か
ね
な
い
恐
れ
を
抱
く
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
外
国
船
に
よ
る
一
方
的
な
調
査
活
動
を
規
制
す
る
法

的
な
枠
組
み
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
本
章
で
は
海
洋
の

調
査
活
動
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
。

⑴ 

規
制
法
が
な
い
海
洋
の
科
学
的
調
査

海
洋
法
条
約
は
、
公
海
自
由
の
原
則
の
具
体
例
と
し
て
、
航
行
の

自
由
や
上
空
飛
行
の
自
由
の
ほ
か
に
科
学
的
調
査
を
行
う
自
由
を
例

示
す
る
（
海
洋
法
条
約
第
八
七
条
一
項
（
ｆ
））。
そ
し
て
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に

お
い
て
も
例
外
な
く
す
べ
て
の
国
及
び
権
限
の
あ
る
国
際
機
関
に

「
海
洋
の
科
学
的
調
査
（M

arine Scientific Research

）」
を
実
施

す
る
権
利
を
規
定
し
た
（
同
第
二
三
八
条
）。
同
時
に
他
国
の
Ｅ
Ｅ

Ｚ
や
大
陸
棚
で
同
調
査
を
実
施
す
る
場
合
、
沿
岸
国
の
同
意
を
得
て

実
施
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
る
（
同
第
二
四
六
条
）。

こ
の
い
わ
ゆ
る
同
意
レ
ジ
ー
ム
を
受
け
、
わ
が
国
で
は
、
法
令

の
整
備
は
行
わ
ず
関
係
省
庁
間
で
申
し
合
わ
せ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（
一
九
九
六
・
七
・
二
〇18

）
を
作
り
、
こ
れ
に
従
い
調
査
実
施
国
に
対

し
、
開
始
日
の
三
か
月
前
ま
で
に
同
意
申
請
を
求
め
る
仕
組
み
と
し

た19

。
海
洋
法
条
約
上
、
申
請
は
「
開
始
予
定
日
の
少
な
く
と
も
六
か

月
前
」（
同
第
二
四
八
条
）
と
規
定
さ
れ
る
の
だ
が
、
わ
が
国
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
で
は
「
実
施
の
三
か
月
前
ま
で
」
と
し
、
運
用
上
い
か
に

も
謙
抑
的
な
対
応
と
な
っ
て
い
る
。
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で
は
、
同
調
査
を
具
体
的
に
定
義
し
た
規
程
は
海
洋
法
条
約
上
に

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
条
約
に
は
明
文
上
の
定
義
は
見
当
た
ら
な
い
も

の
の
、「
専
ら
平
和
的
目
的
で
、
か
つ
、
す
べ
て
の
人
類
の
利
益
の
た

め
に
海
洋
環
境
に
関
す
る
科
学
的
知
識
を
増
進
さ
せ
る
目
的
で
実
施

す
る
海
洋
の
科
学
的
調
査
」（
同
第
二
四
六
条
三
項
）
と
い
う
表
現

が
見
出
せ
る
の
み
で
、
調
査
活
動
の
内
容
に
つ
い
て
は
曖
昧
で
あ
る
。

他
方
、
海
洋
法
条
約
は
同
時
に
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
お
い
て
沿
岸
国
に
対

し
「
天
然
資
源
の
探
査
、
開
発
、
保
存
及
び
管
理
の
た
め
の
主
権
的

権
利
」
と
「
経
済
的
な
目
的
で
行
わ
れ
る
探
査
及
び
開
発
の
た
め
の

そ
の
他
の
活
動
（
海
水
、
海
流
及
び
風
か
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
生

産
等
）
に
関
す
る
主
権
的
権
利
」（
同
第
五
六
条
）
を
認
め
て
い
る
。

つ
ま
り
各
種
の
資
源
探
査
や
開
発
の
た
め
の
調
査
は
、
沿
岸
国
に
主

権
的
権
利
が
あ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
海
洋
法
条
約
は
海
洋
に
お
け
る
調
査
活
動
を
科
学
的

調
査
と
資
源
調
査
と
い
う
概
念
で
整
理
し
、
前
者
は
沿
岸
国
の
同
意

の
も
と
全
人
類
の
た
め
に
開
放
す
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
沿
岸
国

の
主
権
的
権
利
を
認
め
、
管
轄
権
を
行
使
で
き
る
と
い
う
枠
組
み
で

あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

他
方
、
軍
隊
が
行
う
海
洋
デ
ー
タ
収
集
活
動
と
し
て
水
路
調
査
と

軍
事
調
査
を
前
述
の
科
学
的
調
査
や
資
源
調
査
と
明
確
に
区
別
す
る

国
も
あ
る20

。
特
に
軍
事
調
査
は
軍
事
目
的
の
た
め
の
海
洋
デ
ー
タ
の

収
集
で
あ
り
、
地
質
学
的
、
地
球
物
理
学
的
、
生
物
学
的
、
音
響
学

的
な
ど
の
関
連
デ
ー
タ
が
含
ま
れ
る
が
、
一
般
に
は
公
開
さ
れ
な
い

（
軍
隊
が
行
う
調
査
活
動
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
都
合
か
ら
本
項
で
は

触
れ
な
い
）。

問
題
は
、
い
ず
れ
の
調
査
で
も
用
い
る
機
材
、
技
術
や
方
法
が
共

通
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
調
査
の
外
観
で
、
ど
の
活
動
な
の
か
を

判
別
す
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と
だ
。
加
え
て
、
調
査
活
動
の
内
容
を

事
前
に
知
る
方
法
は
、
調
査
実
施
国
の
申
告
に
よ
る
こ
と
か
ら
、
容

易
に
偽
装
す
る
こ
と
が
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。

⑵ 

中
韓
は
規
制
法
を
制
定

海
洋
の
科
学
的
調
査
を
周
辺
国
は
国
内
法
上
ど
の
よ
う
に
取
り
扱

っ
て
い
る
の
か
。

わ
が
国
は
規
制
法
を
制
定
せ
ず
前
述
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
い
、

調
査
実
施
国
に
対
し
事
前
に
調
査
内
容
の
申
告
を
求
め
る
仕
組
み
と

し
て
い
る
。
調
査
実
施
国
か
ら
の
申
請
が
あ
れ
ば
、
そ
の
都
度
許
可

を
出
す
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
事
前
の
同
意
を
と
ら
な
い
調
査
、
あ
る
い
は
事
前
の
同

意
を
得
て
も
申
請
内
容
と
は
異
な
る
活
動
を
し
た
場
合
、
そ
れ
を
取

り
締
ま
る
法
律
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
違
反
が
見
つ
か
っ
た
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と
し
て
も
結
局
、
外
交
ル
ー
ト
で
抗
議
す
る
ほ
か
、
打
つ
手
が
な

い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
実
際
、
本
年
六
月
に
韓
国
調
査
船
「
海
洋

二
〇
〇
〇
」
が
日
本
海
の
竹
島
沖
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
で
事
前
申
請
な
く
海
洋

調
査
を
実
施
し
た
が
、
在
日
韓
国
大
使
館
を
通
じ
た
外
交
ル
ー
ト
で

抗
議
す
る
と
い
う
判
で
押
し
た
よ
う
な
対
応
し
か
と
れ
な
か
っ
た21

。

他
方
、
韓
国
の
場
合
、
一
九
九
五
年
に
「
海
洋
科
学
調
査
法
」
と

い
う
国
内
法
を
制
定
し
、
外
国
人
等
が
許
可
ま
た
は
同
意
を
得
ず
に

海
洋
の
科
学
的
調
査
を
実
施
し
て
い
る
と
の
疑
い
が
認
め
ら
れ
る
場

合
に
は
、
関
係
機
関
の
長
が
停
船
、
臨
検
、
拿
捕
そ
の
他
必
要
な
命

令
ま
た
は
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る22

。

ま
た
、
中
国
の
場
合
、
一
九
九
六
年
に
「
中
華
人
民
共
和
国
渉
外

海
洋
科
学
研
究
管
理
規
程
」
と
い
う
国
内
法
を
制
定
し
、
外
国
人
等

の
行
う
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
関
し
、当
該
規
程
の
違
反
者
に
対
し
、

調
査
の
停
止
命
令
、
機
器
・
調
査
デ
ー
タ
・
採
取
サ
ン
プ
ル
の
没
収
、

罰
金
刑
を
課
す
こ
と
が
で
き
る23

。

以
上
の
よ
う
に
、
わ
が
国
と
海
洋
権
益
を
争
う
中
国
と
韓
国
は
、

程
度
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
規
制
法
を
整
備
し
て
い
る
と

い
う
事
実
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
対
抗
立
法
を
視
野
に
国
内
法
を

整
備
す
る
こ
と
が
わ
が
国
法
制
上
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。

⑶ 

改
正
鉱
業
法
で
規
制
対
象
を
拡
大
し
た
資
源
調
査

で
は
資
源
調
査
の
場
合
は
ど
う
か
。
わ
が
国
で
は
、
こ
れ
ま
で
外

国
船
舶
に
よ
る
鉱
物
資
源
の
探
査
を
規
制
す
る
明
文
規
定
が
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
、
二
〇
一
一
年
に
「
鉱
業
法
」（
昭
和
二
十
五
年
）
を

改
正
し
て
鉱
物
の
探
査
に
係
る
章
（
鉱
業
法
第
四
章
の
二
）
を
新
た

に
設
け
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
へ
の
申
請
と
許
可
が
明

示
さ
れ
、
違
反
行
為
に
は
「
五
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
二
〇
〇
万

円
以
下
の
罰
金
」（
同
法
第
一
四
八
条
）に
処
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
調
査
の
具
体
例
が
改
正
鉱
業
法
の
施
行
規
則
に
列
挙
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
地
震
探
鉱
法
、
電
磁
法
、
集
中
的
サ
ン
プ
リ
ン
グ

探
査
法
で
あ
る
（
鉱
業
法
施
行
規
則
第
四
四
条
の
二
）。

地
震
探
鉱
法
は
、
エ
ア
ガ
ン
な
ど
を
用
い
て
船
か
ら
圧
縮
空
気
を

発
し
、
人
工
的
に
振
動
を
起
こ
し
地
震
波
を
発
生
さ
せ
、
そ
の
反
射

波
を
ス
ト
リ
ー
マ
ー
ケ
ー
ブ
ル
（
調
査
船
が
曳
航
す
る
三
～
五
㎞
の

長
さ
の
ケ
ー
ブ
ル
）
の
受
信
機
で
と
ら
え
て
海
底
下
の
構
造
を
把
握

す
る
探
査
手
法
で
あ
る
。
次
に
電
磁
法
は
、
電
磁
波
を
海
底
面
近
く

で
発
生
さ
せ
、
電
磁
場
の
変
化
を
検
知
す
る
も
の
で
、
さ
ら
に
集
中

的
サ
ン
プ
リ
ン
グ
探
査
法
は
、
機
械
を
使
っ
て
集
中
的
に
底
質
を
収

集
す
る
方
法
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
規
制
の
抜
け
駆
け
を
防
ぐ
た
め
、
行
為
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目
的
で
な
く
外
形
的
行
為
で
規
制
す
る
よ
う
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
鉱
物
を
目
的
と
し
な
い
、
た
と
え
ば
地
震
メ
カ
ニ
ズ
ム
解

明
の
た
め
の
地
層
調
査
な
ど
も
、
規
制
の
対
象
と
な
る
。
加
え
て
、

二
〇
二
三
年
四
月
に
施
行
さ
れ
た
改
正
鉱
業
法
で
、
対
象
鉱
物
に
希

土
類
金
属
鉱
（
レ
ア
ア
ー
ス
）
を
追
加
し
、
わ
が
国
大
陸
棚
で
の
権

益
を
確
保
す
る
法
的
枠
組
み
は
一
定
程
度
強
化
さ
れ
て
き
た24

。

こ
の
よ
う
な
法
改
正
の
動
き
は
、
近
年
の
調
査
技
術
の
進
歩
の
ほ

か
に
、
中
国
船
に
よ
る
調
査
活
動
の
活
発
化
が
影
響
し
て
い
る
。
例

え
ば
二
〇
二
〇
年
七
月
に
、
沖
ノ
鳥
島
周
辺
Ｅ
Ｅ
Ｚ
で
中
国
調
査
船

「
大
洋
号
」
が
ワ
イ
ヤ
を
引
き
上
げ
て
い
る
の
を
海
上
保
安
庁
が
確

認
し
た
。
当
時
の
菅
官
房
長
官
は
記
者
会
見
で
「
科
学
的
調
査
を
実

施
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
即
時
に
中
止
す
べ
き
だ
」
と
し
、
外
交
ル

ー
ト
で
中
国
側
に
抗
議
し
た
と
い
う25

。

だ
が
果
た
し
て
中
国
船
の
調
査
は
純
粋
な
海
洋
の
科
学
的
調
査
だ

っ
た
の
か
疑
問
は
残
る
。
同
年
七
月
十
一
日
と
十
二
日
、
中
国
調
査

船
が
遠
隔
操
作
無
人
機
（
Ｒ
Ｏ
Ｖ
）
を
投
入
し
た
こ
と
を
日
本
政
府

が
確
認
し
た
と
の
報
道
は
無
視
で
き
な
い26

。
Ｒ
Ｏ
Ｖ
と
は
、
船
上
か

ら
有
線
で
操
作
し
、装
備
し
た
カ
メ
ラ
や
ロ
ボ
ッ
ト
ア
ー
ム
を
使
い
、

海
底
の
堆
積
物
な
ど
を
採
取
す
る
装
置
で
あ
る
。
当
該
調
査
船
は
Ｒ

Ｏ
Ｖ
に
加
え
、
地
質
を
調
べ
る
採
泥
器
、
地
殻
の
構
造
を
探
査
す
る

エ
ア
ガ
ン
な
ど
も
運
用
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
も
い
う
。

こ
れ
ら
が
事
実
と
す
る
と
、
中
国
調
査
船
は
科
学
的
調
査
と
い
う

よ
り
、
改
正
鉱
業
法
が
規
定
す
る
地
震
探
鉱
法
や
集
中
的
サ
ン
プ
リ

ン
グ
探
鉱
法
に
よ
る
資
源
調
査
を
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
、
中
国
調
査
船
の
行
為
は
わ
が
国
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
で
鉱
業
法

違
反
を
構
成
す
る
疑
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
菅
官
房
長
官
が
記
者
会
見
で
指
摘
し
た
よ
う
な
沿
岸
国
の
同
意

が
な
い
科
学
的
調
査
と
い
う
レ
ベ
ル
の
問
題
で
は
な
く
な
る
。

も
っ
と
も
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
対
し
て
は
、
法
的
拘
束
力
の
無

い
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
し
か
な
く
、
資
源
調
査
と
の
線
引
き
が
曖
昧
な
状

態
で
あ
る
こ
と
も
、
外
国
船
の
調
査
活
動
に
対
す
る
わ
が
国
の
対
応

が
及
び
腰
に
終
始
す
る
原
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ 

な
い
。

中
国
側
に
と
り
海
上
保
安
庁
の
目
が
届
き
づ
ら
い
遥
か
な
南
方
海

域
な
ら
、
日
本
国
民
の
嫌
中
心
理
に
も
影
響
さ
れ
ず
、
淡
々
と
資
源

調
査
の
実
績
を
重
ね
、
海
中
・
海
底
の
デ
ー
タ
を
蓄
積
し
、
い
つ
の

間
に
か
東
シ
ナ
海
の
よ
う
に
資
源
を
吸
い
上
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
も
な
り
か
ね
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
わ
が
国
の
国
益
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
行

為
を
放
置
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
海
上
保
安
庁
が
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満
遍
な
く
取
り
締
ま
り
の
網
を
か
け
、
海
洋
の
科
学
的
調
査
を
抜
け

道
に
で
き
な
い
よ
う
な
更
な
る
体
制
整
備
を
進
め
、
違
法
な
資
源
調

査
は
徹
底
的
に
取
り
締
ま
る
こ
と
が
必
要
だ
。

お
わ
り
に
：
留
意
す
べ
き
軍
事
的
意
味

さ
て
、
台
湾
国
防
部
が
二
〇
二
〇
年
九
月
一
日
付
で
立
法
院
（
国

会
に
相
当
）
に
対
し
、
中
国
軍
に
関
す
る
非
公
開
の
年
次
報
告
を
提

出
し
た
と
報
じ
ら
れ
た27

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
中
国
南
海
艦
隊
の
艦
艇

が
米
イ
ン
ド
太
平
洋
軍
司
令
部
の
あ
る
ハ
ワ
イ
を
含
む
海
域
で
訓
練

し
た
と
い
う
。

こ
れ
は
中
国
が
台
湾
有
事
に
米
軍
の
増
援
を
阻
止
す
る
防
衛
ラ
イ

ン
と
す
る
第
二
列
島
線
を
越
え
て
活
動
海
域
を
延
伸
し
た
こ
と
を
意

味
す
る
。
台
湾
国
防
部
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
第
三
列
島
線
（
ハ
ワ

イ
か
ら
米
領
サ
モ
ア
に
至
る
）
ま
で
接
近
し
た
こ
と
に
な
る
。
ち
な

み
に
、
第
二
列
島
線
は
、
小
笠
原
か
ら
グ
ア
ム
、
サ
イ
パ
ン
、
パ
プ

ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
と
い
う
島
嶼
を
結
ぶ
戦
略
上
の
概
念
で
、
第
一
列

島
線
は
、
九
州
か
ら
沖
縄
、
台
湾
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
結
び
、
そ
の
内

側
は
中
国
が
制
海
権
を
絶
対
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

る
海
域
で
あ
る28

。

他
方
、
沖
ノ
鳥
島
は
、
第
二
列
島
線
の
グ
ア
ム
と
第
一
列
島
線
の

沖
縄
の
丁
度
中
間
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
中
国
に
と
っ
て
は

第
二
列
島
線
で
確
実
に
米
軍
を
阻
止
す
る
た
め
の
重
要
な
地
理
的
意

味
を
持
つ
。

つ
ま
り
、
沖
ノ
鳥
島
周
辺
の
海
域
は
、
レ
ア
メ
タ
ル
な
ど
の
海
底

資
源
を
採
掘
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
戦
略
上
の
み
な
ら
ず
、
軍
事
戦
略
上

の
拠
点
と
し
て
も
、一
層
重
要
性
が
増
し
て
き
た
と
認
識
す
べ
き
だ
。

そ
の
よ
う
な
戦
略
上
重
要
な
海
域
に
お
い
て
、
本
年
七
月
、
中
国
が

四
国
海
盆
海
域
と
い
う
わ
が
国
大
陸
棚
上
部
水
域
に
観
測
用
ブ
イ
を

初
め
て
設
置
し
た
こ
と
は
、
冒
頭
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
ブ
イ
が
設

置
さ
れ
た
大
陸
棚
上
部
水
域
は
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
外
側
で
あ
り
、
直
接
わ
が

国
管
轄
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
注
意
を
怠
っ

て
は
な
ら
な
い
。

中
国
調
査
船
の
活
動
や
ブ
イ
設
置
の
目
的
を
こ
こ
で
断
定
す
る
こ

と
は
難
し
い
が
、
中
国
海
軍
の
第
二
列
島
線
を
突
破
し
た
ハ
ワ
イ
沖

で
の
行
動
と
全
く
無
関
係
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
海

洋
調
査
で
得
ら
れ
る
環
境
デ
ー
タ
は
海
軍
の
作
戦
行
動
、
と
り
わ
け

潜
水
艦
の
行
動
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
情
報
だ
か
ら
で
あ
る
。
潜

水
艦
が
行
動
す
る
に
は
、
海
底
地
形
や
水
温
、
塩
分
濃
度
、
潮
流
な

ど
の
デ
ー
タ
を
事
前
に
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
特
に
水
温
や
塩
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分
濃
度
は
季
節
や
気
象
条
件
で
も
異
な
る
の
で
、
観
測
の
回
数
が
増

え
る
ほ
ど
、
よ
り
実
戦
的
な
デ
ー
タ
と
な
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
海
洋
デ
ー
タ
は
、
蓄
積
・
分
析
す
る
こ
と
で
実

用
に
供
し
う
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
今
後
も
同
種
の
調
査
活

動
は
継
続
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
収
集
さ
れ
た
デ
ー

タ
が
実
際
に
役
に
立
つ
も
の
か
を
検
証
す
る
た
め
、
調
査
船
の
み
な

ら
ず
軍
艦
や
潜
水
艦
が
当
該
海
域
に
進
出
し
て
訓
練
な
ど
を
常
態
化

さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
気
が
付
け
ば
西
太
平
洋
が
中
国
の
海
に
な

っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
中
国
海
洋
調
査
船
の
活
動
に
は
、
島
に
関
す
る
国

際
法
の
解
釈
に
絡
む
問
題
や
海
底
資
源
の
探
査
・
開
発
の
問
題
だ
け

で
は
な
く
、
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
軍
事
戦
略
上
の
意
味
が
あ
る
こ

と
に
、
国
民
は
も
っ
と
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る29

。

わ
が
国
は
、
中
国
海
洋
調
査
船
の
活
動
を
取
り
締
ま
る
法
的
体
制

を
整
備
し
、
言
葉
だ
け
で
な
く
実
力
行
使
も
含
め
た
厳
し
い
対
応
を

と
り
、
大
き
な
予
算
を
付
け
て
沖
ノ
鳥
島
を
国
際
法
上
の
島
と
し
て

死
守
す
る
努
力
を
惜
し
ま
な
い
こ
と
を
、
政
府
に
は
期
待
し
た
い
。

最
後
に
な
っ
た
が
、
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
田
久
保
忠
衛

元
国
基
研
副
理
事
長
の
示
唆
が
大
変
重
要
で
あ
っ
た
。
田
久
保
先
生

が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
二
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
中
国
は
、
才
能
を
隠

し
て
力
を
蓄
え
る
「
韜
光
養
晦
」
の
姿
勢
か
ら
転
じ
、
政
治
・
経
済
・

軍
事
な
ど
の
影
響
力
を
増
大
し
、
海
洋
権
益
も
拡
張
路
線
を
隠
さ
な

い
。
先
生
が
ご
存
命
で
あ
れ
ば
、
沖
ノ
鳥
島
は
そ
の
最
前
線
で
は
な

い
か
と
い
う
問
題
意
識
を
共
有
で
き
た
と
思
う
。
こ
こ
に
改
め
て
ご

冥
福
を
お
祈
り
す
る
。

注1　

東
京
都
産
業
労
働
局
Ｈ
Ｐ
な
ど
か
ら
。
以
下
の
サ
イ
ト
を
参
照
：https:// 

w
w

w
.sangyo-rodo.m

etro.tokyo.lg.jp/nourin/suisan/
okinotorishim

a/about/

2　

産
経
新
聞
（
二
〇
二
〇
年
七
月
十
九
日
）「
太
平
洋
安
保
の
危
機　

沖
ノ
鳥

島
Ｅ
Ｅ
Ｚ　

10
連
続
で
中
国
船　

第
1
列
島
線
突
破
狙
う
」

3　

読
売
新
聞
オ
ン
ラ
イ
ン
（
二
〇
二
一
年
十
一
月
五
日
）「
中
国
の
海
洋
調
査

船
、
沖
ノ
鳥
島
周
辺
Ｅ
Ｅ
Ｚ
で
海
中
に
ワ
イ
ヤ
」、https://w

w
w

.yom
iuri.

co.jp/national/20211105-O
Y

T
1T

50208/ 

（
最
終
閲
覧
：
二
〇
二
四
年
八

月
三
〇
日
）

4　

読
売
新
聞
（
二
〇
二
四
年
七
月
五
日
）「
中
国
、
日
本
の
大
陸
棚
に
ブ
イ　

沖
ノ
鳥
島
北
方　

太
平
洋
で
は
異
例
」

5　

山
本
草
二
『
島
の
国
際
法
上
の
地
位
』（
外
務
省
海
洋
課
、
一
九
九
一
年
）、

四
～
五
八
頁
。

6　

PCA
 Case N

o 2013-19, In the m
atter of the South China Sea 

A
rbitration before an A

rbitral T
ribunal constituted under A

nnex 
V

II to the 1982 U
nited N

ations Convention on the Law
 of the Sea 
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betw
een the Republic of the Philippines and the People’s Republic 

of China A
w

ard, 12 July 2016.

7　

Jon V
an D

yke, ‘O
pinion; Speck in the O

cean M
eets Law

 of the 
Sea’, T

he N
ew

 Y
ork T

im
es, January 21 1988.

8　

平
松
茂
雄
『
中
国
の
海
洋
戦
略
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
三
年
）、
四
〇
頁
。

平
松
氏
の
指
摘
を
筆
者
は
直
接
伺
っ
て
い
る
。
一
九
九
三
年
（
同
書
発
行
の

年
）、
新
し
く
杏
林
大
学
に
出
来
た
大
学
院
国
際
協
力
研
究
科
（
田
久
保
忠
衛

研
究
科
長
）
に
お
い
て
、
平
松
氏
は
筆
者
の
指
導
担
当
教
授
で
あ
っ
た
。

9　

第
十
二
回
米
太
平
洋
軍
主
催
軍
事
作
戦
法
規
国
際
会
議
（
Ｍ
Ｉ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
Ｓ
）

一
九
九
九
・
二
・
二
一
～
三
・
一
：
米
太
平
洋
軍
（
現
イ
ン
ド
太
平
洋
軍
）
が
毎

年
主
催
し
、
開
催
地
を
都
度
変
え
な
が
ら
イ
ン
ド
太
平
洋
地
域
各
国
の
軍
法

務
官
や
民
間
研
究
者
、
政
府
関
係
者
を
集
め
、
国
際
法
の
講
習
及
び
討
議
を

実
施
す
る
も
の
。
筆
者
も
数
回
業
務
と
し
て
参
加
し
て
き
た
。
個
人
的
な
経

験
で
は
あ
る
が
、
一
九
九
九
年
の
Ｍ
Ｉ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
Ｓ
に
お
い
て
、
あ
る
中
国
海

洋
研
究
所
の
研
究
者
が
、
珍
し
く
わ
が
国
の
活
動
を
擁
護
し
た
。
そ
れ
は
確

か
に
日
本
の
沖
ノ
鳥
島
の
保
全
工
事
を
肯
定
す
る
発
言
で
あ
っ
た
。
米
欧
の

海
洋
法
専
門
家
が
、
沖
ノ
鳥
島
は
海
洋
法
条
約
上
の
島
で
は
な
い
と
予
て
よ

り
指
摘
し
て
き
た
こ
と
に
対
し
、
件
の
中
国
人
研
究
者
は
個
人
の
立
場
と
前

置
き
し
な
が
ら
、
保
全
工
事
の
正
当
性
と
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
基
点
を
認
め
る
と
の
発

言
を
し
た
の
で
あ
る
。
実
は
当
該
会
議
は
、
議
論
の
テ
ー
マ
と
し
て
南
シ
ナ

海
を
取
り
上
げ
、
岩
礁
を
一
方
的
に
占
拠
し
て
実
効
支
配
す
る
中
国
の
行
動

を
国
際
法
上
議
論
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
中
国
側
は
沖
ノ
鳥
島
を
効

果
的
な
先
例
と
し
て
、
事
前
に
反
論
を
用
意
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

10　

加
地
良
太
「
沖
ノ
鳥
島
を
め
ぐ
る
諸
問
題
と
西
太
平
洋
の
海
洋
安
全
保
障
」

『
立
法
と
調
査
』（
二
〇
一
一
・
一
〇
、
参
議
院
事
務
局
企
画
調
整
室
編
集
）、

一
三
二
頁
。

11　

第
一
六
二
回
国
会
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会
議
事
録
第
十
三
号
（
平
成

十
七
・
六
・
二
）、
第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
事
録
十
三
号
（
平

成
十
六
・
四
・
二
十
三
）
他
。

12　

防
衛
省「
南
シ
ナ
海
情
勢（
中
国
に
よ
る
地
形
埋
め
立
て
・
関
係
国
の
動
向
）」

令
和
五
年
二
月
。

13　

‘M
aritim

e boundaries of the Caribbean part of the K
ingdom

’, 
H

om
e page of D

utch M
inistry of D

efense. Refer to the follow
ing 

site; https://english.defensie.nl/topics/hydrography/m
aritim

e-
lim

its-and-boundaries/m
aritim

e-boundaries-of-the-caribbean-part-
of-the-kingdom

14　

V
ictor Prescot, ‘T

he U
ncertainties of M

iddleton and Elizabeth 
Reefs’, IBR

U
 Boundary and Security Bulletin Spring 1998, pp72-

77.

15　

外
務
省
報
道
官
談
話
（
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
八
日
）「
我
が
国
の
大
陸

棚
延
長
申
請
に
関
す
る
大
陸
棚
限
界
委
員
会
の
勧
告
に
つ
い
て
」。
わ
が
国
の

申
請
に
関
す
る
Ｃ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
勧
告
の
原
文
は
以
下
の
サ
イ
ト
を
参
照
：https://

w
w

w
.un.org/D

epts/los/clcs_new
/subm

issions_files/subm
ission_

jpn.htm

16　
『
令
和
5
年
版　

国
土
交
通
白
書
』
国
土
交
通
省
、
一
二
八
頁
。
以
下
の

サ
イ
ト
を
参
照
：https://w

w
w

.m
lit.go.jp/statistics/file000004/pdf/

kokudo.pdf

17　

N
ote verbale CM

L/25/2012, dated 5
 A

pril 2012. N
ote verbale 

PM
/174/12, dated 5

 A
pril 2012.

18　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
最
新
版
は
「
外
国
船
舶
に
よ
る
我
が
国
領
海
等
に
お
け
る
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海
洋
調
査
等
に
対
す
る
日
本
政
府
の
同
意
に
係
る
手
続
き
に
つ
い
て
」（
令
和

二
年
四
月 

関
係
府
省
庁
申
合
せ
）

19　

榎
孝
浩
「
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
お
け
る
海
洋
の
科
学
的
調
査

―
我
が
国
の
取
り
組
み
状
況
と
諸
外
国
の
法
制
度
」『
海
洋
開
発
を
め
ぐ
る
諸

相
：
総
合
調
査
報
告
書
』（
国
立
国
会
図
書
館
、
二
〇
一
三
年
三
月
）。
デ
ジ

タ
ル
版
は
以
下
の
サ
イ
ト
を
参
照
：https://dl.ndl.go.jp/pid/8111674

20　

D
epartm

ent of the N
avy, T

he Com
m

ander’s H
andbook on the 

Law
 of N

aval O
perations 

（N
W

P 1-14M

） , edition M
arch 2022, 

para 2.6.2.2, p2-14. 

真
山
全
「
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
軍
事
的
調
査
―

米
国
の
立
場
の
検
討
―
」『
海
洋
の
科
学
的
調
査
と
海
洋
法
上
の
問
題
点 

海

洋
法
制
研
究
会 

第
一
年
次
報
告
書
』（
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
平
成
十
一

年
六
月
）

21　
「
竹
島
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内　

韓
国
船
が
調
査　

政
府
抗
議
」
読
売
新
聞
（
二
〇
二
四

年
六
月
七
日
）

22　

藤
原
夏
人「
韓
国
に
お
け
る
海
洋
関
連
法
制
－
排
他
的
経
済
水
域（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）

を
め
ぐ
る
立
法
動
向
を
中
心
に
―
」『
外
国
の
立
法
二
五
九
（
二
〇
一
四
・
三
）』

国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
、
一
〇
三
頁
。

23　
「
中
華
人
民
共
和
国
渉
外
海
洋
科
学
研
究
管
理
規
程
」
中
華
人
民
共
和
国
国

務
院
令
（
第
一
九
九
号
）

　
　
「
第
十
三
条 

违
反
本
规
定
进
行
涉
外
海
洋
科
学
研
究
活
动
的
，
由
国
家
海

洋
行
政
主
管
部
門
或
者
其
派
出
机
构
、
其
委
托
的
机
构
责
令
停
止
该
项
活
动
，

可
以
没
收
违
法
活
动
器
具
、
没
收
违
法
获
得
的
资
料
和
样
品
，
可
以
单
处
或

者
并
处
５
万
元
人
民
币
以
下
的
罚
款
。
违
反
本
规
定
造
成
重
大
损
失
或
者
引

起
严
重
后
果
，
构
成
犯
罪
的
，
依
法
追
究
刑
事
责
任
。」

24　

鉱
業
法
改
正
に
つ
い
て
は
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
Ｈ
Ｐ
を
参
照
：https://

w
w

w
.enecho.m

eti.go.jp/category/resources_and_fuel/strategy/
index.htm

l

25　

前
掲
、
産
経
新
聞
（
二
〇
二
〇
年
七
月
十
九
日
）

26　

産
経
新
聞
（
二
〇
二
〇
年
八
月
六
日
）「
中
国
、
資
源
サ
ン
プ
ル
採
取
か　

沖
ノ
鳥
島
周
辺
に
潜
水
機
投
入　

日
本
政
府
が
確
認
」

27　

産
経
新
聞
、
二
〇
二
〇
年
九
月
四
日
「
中
国
艦
隊
、
第
3
列
島
線
に
接
近 

ハ
ワ
イ
沖
で
訓
練 

台
湾
国
防
部
」

28　

例
え
ば
、
中
国
の
海
洋
戦
略
に
つ
い
て
は
、
ト
シ
・
ヨ
シ
ハ
ラ
、
ジ
ェ
イ

ム
ズ
・
Ｒ
・
ホ
ー
ム
ズ
共
著
『
太
平
洋
の
赤
い
星 

中
国
の
台
頭
と
海
洋
覇
権

へ
の
野
望
』（
バ
ジ
リ
コ
、二
〇
一
四
年
）、ジ
ョ
ー
・
マ
ク
レ
イ
ノ
ル
ズ
編
『
中

国
の
進
化
す
る
軍
事
戦
略
』（
原
書
房
、
二
〇
一
七
年
）
な
ど
が
参
考
に
な
る
。

29　

坂
本
茂
樹
『
侮
っ
て
は
な
ら
な
い
中
国
―
い
ま
日
本
の
海
で
何
が
起
き
て

い
る
の
か
』（
信
山
社
、
二
〇
二
〇
年
）
が
沖
ノ
鳥
島
沖
の
中
国
調
査
船
の
活

動
に
つ
い
て
、
適
格
な
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。


